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第１回松本市公民館運営審議会 

 

 

＜会 議 次 第＞ 

 

 

１ 開  会   

 

２ 公民館長あいさつ    

 

３ 自己紹介 

 

４ 役員の選出 

  委員長、副委員長あいさつ 

 

５ 議  事 

⑴ 松本市公民館運営審議会について 

⑵ 松本市公民館の概要について 

⑶ 松本市公民館の特徴について 

 

 

６ 閉会 

 

 

 



松本市公民館運営審議会委員・Ｍウイング文化センター運営委員名簿 

根拠法令等 松本市公民館条例、松本市公民館運営審議会規則、松本市Ｍウイン

グ文化センター運営委員会設置要綱 

活 動 内 容 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調

査審議するとともに、Ｍウイング文化センターの運営について協議

する。 

 

区分 氏  名 所   属   団   体   等 

学校教育 
 五 明  佳 代 松本市立筑摩小学校 校長 

 阪 口  和 彦 松本市立松島中学校 校長 

社会教育 

 立 石  恵 子 フリマネット信州 代表 

 
降 旗  都 子 

松本市地域づくり市民委員会 委員長 

第三地区まちづくり協議会 副会長 

 染 井  伴 子 松本市女性団体連絡協議会 

 中 田  安 子 元 第三地区公民館 館長 

 百 瀬  壽 松本市町内公民館長会 会長 

 中 島  麻 衣 地域づくり考房「ゆめ」 

 山 口  茂 松本市公民館報全市版編集委員会 委員長 

 小 穴  一 郎 ＮＰＯ法人信州ソフトウエア協会 代表理事 

家庭教育 
 熊谷  留理子 松本市ＰＴＡ連合会 参与 

 久保田  由美 松本みんなのにほんご教室 

有識者 
 向 井  健 松本大学 総合経営学部 准教授 

 前 田  豊 信州大学 人文学部 准教授 

公募者  小 峰  悦 雄 公募 

            （任期２年：令和５年８月１日から令和７年７月３１日まで） 

 

 

事務局 

 
石川 善啓 松本市生涯学習課・中央公民館 課長（館長） 

 
中村 安広 

松本市生涯学習課・中央公民館  

社会教育推進担当 課長補佐 

 

 



１ 松本市公民館運営審議会について 
 

⑴ 設置根拠   松本市公民館条例 

(公民館運営審議会) 

第３条 本市の公民館事業の企画実施につき調査審議するため、法第２

９条の規定に基づき中央公民館に松本市公民館運営審議会を置く。 

○参考（社会教育法第２９条） 

（公民館運営審議会） 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。  

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の

企画実施につき調査審議するものとする。 

⑵ 審議会の職務：松本市公民館運営審議会規則第４条 

審議会は、館長の諮問に応じ、中央及び地区公民館の事業の企画実施に

ついて調査審議する。 

○参考（諮問のないときに何をするのか） 

平成１１年「２１世紀に向けての松本市公民館のあり方について（答

申）」において、審議会での議論に基づき、「審議会委員の任務」を提言 

① 公民館活動に関し調査審議し館長に対し提言する 

② 視察、調査、学習会等研修をする 

③ 審議会を公開する 

⑶ 審議会委員定数：松本市公民館条例第３条２ 

   審議会委員の定数は、１５人以上３０人以内とする。 

○参考（定数の考え方） 

 「松本市附属機関等の設置等に関する要綱」では、委員の数は「概ね 20 人

以内」と位置付けているが、下記の理由により現条文（15 人以上 30 人以内）

としている。 

① 公民館は総合的な地域づくりの拠点として、多岐にわたる地域課題解決

に向けた取組みが求められていることから、地区事情や社会的状況を踏ま

えた幅広い市民の意見を取り入れる必要があること。 

② 単に調査審議するだけの審議会委員でなく、主体的に調査学習し、意

見・提言・答申する学習集団であることから、全体会だけでなく、テーマ

別グループ討議等の手法も取り入れている。 

⑷ 審議会委員の構成 松本市公民館条例第３条３ 

   委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

ア 学校教育関係者 

イ 社会教育関係者 

javascript:void%20fnInyLink(107466,'3800100004230401h.html','TOP')


ウ 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

エ 有識者 

オ 公募による市民 

カ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

⑸ 委員の任期 松本市公民館条例第３条４ 

  委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   

 

 

 

 

 

 

⑹ 今年度審議会の開催 

  年３回（予定） 

 ⑺ 報酬等 

   松本市特別職の職員の給与及び費用弁償に関する条例により規定 

  ア 報酬 

    １回の会議（半日程度）当たり、４，９００円。うち、所得税２８０円

を控除 

  イ 費用弁償（交通費） 

    自家用車等で片道２キロメートル以上の場合に、１キロメートル当たり

３７円。鉄道賃、バス賃は実費 

⑻ その他 

   県及び市の主催等で開催される公民館関係者研修会等へ参加 

 

 

 

○参考（任期の考え方） 

 「松本市附属機関等の設置等に関する要綱」では、「一つの附属機関等

の委員について就任時３期（中途補充は４期とする。）又は６年を超えな

いものとする」としています。ただし、専門的な知識、経験を有する者、

所掌事務に密接に関連する団体の長の場合は、３期又は６年以上でも委員

として委嘱しています。 



１-２ 松本市公民館運営審議会の取組み経過等について 

 

⑴ 松本市公民館運営審議会の取組み経過について 

 昭和２４年１２月  松本市公民館運営審議会発足 

    ４５年 ３月  松本市公民館運営に関して（諮問） 

        ６月  （同答申） 

    ４６年 ５月  都市化に対応する公民館のあり方について（諮問） 

    ４７年 ８月  （同答申） 

    ５２年１０月  公民館事業実施にかかる経費等について（諮問） 

       １１月  （同答申） 

    ６３年 １月  中央公民館の施設整備について、公民館休館日の設定について 

（諮問） 

        ５月  （同答申） 

平成 ２年１０月  生涯学習時代における松本市公民館のあり方について（諮問） 

     ３年 ４月  （同中間答申） 

     ９年 ４月  公民館政策へ（提言） 

    １０年 ５月  ２１世紀に向けて松本市公民館のあり方（諮問） 

       １１月  公民館長の任命手続きについて（提言） 

    １１年 ５月  ２１世紀に向けて松本市公民館のあり方（答申） 

    １３年 ６月  調査研究報告書（提出） 

    １４年 ２月  飯田市公民館・名古屋市視察研修 

        ５月  松本市公民館主事会との懇談会 

       １１月  公民館・社会教育関係職員、委員合同研修会 

            ＊ 講師：小林文人さん（東京学芸大学名誉教授） 

    １５年 １月  松本市公民館主事会との懇談会 

        ４月  「公民館の設置及び運営に関する基準」に対し、公民館長会・公 

民館主事会・公民館運営審議会・社会教育委員会・町内公民館長会 

の連名で、文部科学省に意見書を提出 

       １０月  「公民館運営と公民館運営審議会のあり方について」（報告書の 

提出） 

    １６年１１月  公民館・社会教育関係者学習会 

            ＊ 講師：佐藤一子さん（東京大学大学院教育研究科教授） 

    １７年 １月  ｢総合的な地域づくりの拠点としての公民館のあり方について｣ 

(諮問) 



    １８年 ５月  （同答申）    

    ２０年 ８月  ｢総合的な地域づくりの拠点としての公民館のあり方について｣

に係る「意見書」を提出 

    ２１年１０月  松本市公民館のあり方検討委員会への参画 

    ２２年 １月  公民館活動についてのグループ討議（自主学習活動）開始 

    ２３年 ５月  提言書「もう一度公民館の意義、役割を考えよう」を提出 

平成２４年 ８月  松本らしい地域づくりに向けた公民館の役割について（諮問） 

            １ あらためて公民館の「独自性」はどうあるべきか 

            ２ 地域づくり職員としての役割やあり方はどうあるべきか 

            ３ 地区関係団体、学習団体等との連携はどうあるべきか 

    ２５年 ６月  （同答申） 

    ２５年 ７月  答申について、松本市公民館主事会との学習会 

    ２５年 ９月  答申について、松本市公民館長会との学習会 

    ２６年 ２月  文部科学省委託事業「公民館等を中心とした社会教育活性化支援

プログラム」に企画提案した「公民館の学びがつなぐ、松本らしい

地域づくり、人づくり」事業の評価と課題を審議 

    ２７年１１月  松本市公民館発足７０周年記念「未来を拓く自治と協働のまちづ 

くりを目指す研究集会松本大会」の開催及び参画について審議 

    ２８年 ５月  未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会 

への参画（大会副実行委員長に公運審委員長、他委員は実行委員と 

して参画） 

２９年 ２月  未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会 

の開催結果について審議 

３１年 ７月  松本市公民館運営審議会委員の提言集の発刊 

令和 ３年 ７月  松本市公民館運営審議会委員の提言集の発刊 

 

⑵ 前任期の審議会(Ｒ３.８.１～Ｒ５.７.３１)の取組み状況 

３． ９．２８ 第１回審議会 

           ・委嘱状の交付、役員選出 

           ・公民館運営審議会について 

・松本市の公民館について 

    １１．２９ 第２回審議会 

・第３次松本市地域づくり実行計画（素案）について など 



   ４． ２．１７ 第３回審議会 

・地域づくりセンター体制について 

           ・松本市のコミュニティスクール事業のあり方検討会について 

           ・令和３年度未来へつなぐ 私たちのまちづくりの集いについて 

   ５． ６． １ 第４回審議会 

           ・令和５年度生涯学習課・中央公民館重点目標について 

 



２ 松本市公民館の概要について 
 

⑴ 組織体制 

ア 組織概要 

(ｱ) 平成１８年の機構改革により、社会教育課が廃止され、その一部の機能を 

中央公民館に移し、「生涯学習課・中央公民館」となる。 

(ｲ) 職員は兼務命令＝教育委員会事務局（生涯学習課）と教育機関（中央公民 

館）が一体となった状況 

イ 中央公民館・地区公民館の職員数 

職員数 ８９人（内訳 正規：４６人、会計年度任用職員：４３人） 

(ｱ) 中央公民館  １６人 

・中央公民館長  １人 

・事業担当   １２人 （内 会計年度任用職員 ５人） 

・管理担当    ３人   

(ｲ) 地区公民館３５館       ７３人 （内 会計年度任用職員３８人） 

・公民館長（会計年度任用職員） ３５人 

・公民館主事（正規職員）    ３５人 

・ほか、公民館施設管理業務等で  ３人（松南地区、梓川、波田） 

(ｳ) 参考：地域づくりセンター 

・地域づくりセンター長 各１名（中央公民館課長 地区公民館担当併任） 

※本郷・四賀・安曇・奈川・梓川・波田は、支所長が兼務 

※新市部（寿台・松原地区を除く。）は、出張所長が兼務 

・ほかセンター職員、福祉ひろば職員など 

  

⑵ 令和５年度 生涯学習課・中央公民館概要及び重点目標（公民館部分を抜粋） 

ア 概要 

生涯学習の施設整備や地域住民の主体的な学習活動の支援を行い、自治能力

を高める学習活動の推進及び生涯学習による地域づくりを目指します。地区公

民館を総合的な地域づくりの拠点と位置づけ、地域課題と向き合い、地域住民

が主体的に解決するための学習・実践を充実させ、松本らしい公民館活動を展

開します。 

イ 重点目標：公民館部分を抜粋 

    別紙のとおり 

  ウ 経常事業 

    各種講座、公民館委員活動、公民館研究集会、町内公民館長会研修会、公民

館長会・公民館主事会研修会 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑶ 公民館関係予算（款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）2公民館費 

ア 令和５年度当初予算 
公民館費                       （単位：万円） 

 Ｒ５当初 Ｒ４当初 比較 備考 

公民館費 72,121 82,826 △ 10,705  

（以下、内訳）     

①コミュニティスク

ール事業 
415 452 △ 37  

②コミュニティ・ス

クール（国型モデル

校）事業 

311 0 311 

新規：大野川小中地域

学校協働活動推進本部

への委託料 289万円 

③人件費 9,521 9,336 185 
地区公民館長人件費・

公民館運営審議会報酬 

④公民館講座事業費 3,684 3,571 113  

⑤芸術文化事業費 517 512 5 
松本市芸術文化祭、お

城盆踊り 

⑥町内公民館振興事

業費 
1,482 1,482 0  

⑦公民館管理運営費 26,110 26,486 △ 376 

工事請負費△1,719万

円。Ｍウイング 2階関

係 349万円 

⑧公民館等長寿命化

事業費 
26,524 37,598 △ 11,074 Ｍウイング、松南地区 

⑨負担金 3,557 3,389 168 

Ｍウイング管理組合、

てまり時計まつり、県

公民館運営協議会 

 

 



（別紙）

１　コミュニティスクール事業

⑴　概要・目標

　地域、学校などが子どもや地域に対する願いや思いを共有し、連携・協働しながら子ど
もを育てる「学校を核とした地域づくり」を推進します。
　地区公民館がコーディネートを行う松本版コミュニティスクールを進めてきましたが、
大野川小中学校を国制度のコミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置する学校のこ
と）のモデル校として、法に基づく学校運営協議会の設置、学校と地域の連携コーディ
ネートを担う地域学校協働活動推進員を配置します。効果検証を行い、他地区への展開に
ついて検討します。また、学校の負担軽減などに向けた検討を進めます。

⑵　中間経過

　モデル導入から半年経過する中では、①　学校運営協議会で、学校と地域の課題（人口
減）を共有、その課題解決に向けた協議を行うなど、学校と地域が連携・協働する取組み
を進めています。②　地域学校協働活動推進員の配置により、地域学校連携の予算管理を
するなど、教職員の負担軽減につながっています。

２　子ども・若者の居場所づくり

⑴　概要・目標

　若者の居場所として中央公民館（Ｍウイング）２階のフリースペースを拡充し、多様な
ニーズに対応できる魅力ある居場所づくりと環境づくりを進めます。また、地区公民館に
おいて、小中学校の長期休業に合わせた施設開放、家庭で過ごしている子ども・若者の居
場所づくりなど、地域づくりセンターと連携し、子ども・若者の居場所づくりを推進しま
す。

⑵　中間経過

　７月２１日には、中央公民館２階学習スペースのリニューアルオープンに当たり、３８
席から６２席に増やし、新たに大型テーブル・カウンターテーブルの設置やコンセントを
使用可としました。
　地区公民館の学習スペースの開放については、夏休み中に２８地区公民館が開放し、松
南地区公民館が、週２日から通年に開放期間を拡大しました。また、市内高校生等へのア
ンケートを実施し、開放の時間帯や場所などのニーズを把握し、市内公民館における学習
スペース開放に向けた検討をする予定です。

３　ＩＣＴを活用した多様な学びとコミュニティ創出事業

⑴　概要・目標

　ＩＣＴを活用した動画配信等により、公民館に出向くことなく利用できる学びの場を提
供します。また、革新を続ける複雑で多様なＩＣＴの情報を収集すると共に、効果的な情
報発信の方策について研究を続けます。
　オンライン上で多様な住民同士が語り合い、つながり合うことができる場として、「オ
ンライン公民館」の研究を進めます。
　デジタルディバイドの解消などを推進するため、学習講座の開催を続けます。また、Ｄ
Ｘ推進本部等と連携し、地域での人材の発掘・育成を行います。
　ＩＣＴを活用した事業を進めるなかで、いつでも、どこでも学ぶことができる学習の場
を充実させるなど、まるごと学都構想の実現に向けて、図書館や博物館との話合いの場を
設け、具体的な連携事業を検討します。



⑵　中間経過

　公民館活動の動画配信を進めるため、公民館主事会に動画配信チームを立ち上げ、笹賀
公民館のボッチャ体験会などの動画を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅ（松本市公民館チャンネ
ル）へ更新しました。

４　公民館等長寿命化

⑴　概要・目標

　個別施設計画に基づく中間補修及び大規模改修等により、公民館等の長寿命化を図りま
す。当面は、設備機器（照明・トイレ）の更新をメインとする中間補修を行うこととし、
施設の機能維持・回復に努めます。
　中央公民館は、令和４年度から４カ年で補修(改修)するもので、その２年目となる本年
度は、主に電気・機械設備工事を進めます。松南地区公民館は、屋根・外壁をはじめとす
る施設全体の中間補修を行います。
　また、令和６年度に中間補修を計画している、島立と寿台の各公民館の実施設計にも着
手します。１０月頃までに概算工事費を整理し、３月までに実施設計を完了します。

⑵　中間経過

　Ｍウイング中間改修第２期工事として、９月に着手したトイレ改修工事を翌年２月まで
行います。また、松南地区公民館では、７月に外壁工事が始まり、電気工事等にも着手し
ました。


